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午前１０時００分  開会 

──────────────────────────────────── 

◎開会宣告 

○議長（前田篤秀君） 本日をもって招集されました令和３年第６回遠軽町議会定例会を

開会します。 

──────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（前田篤秀君） 直ちに、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎諸般報告 

○議長（前田篤秀君） 会議に先立ち、局長をして諸般の報告をします。 

○議会事務局長（小野寺正彦君） 御報告いたします。 

 ただいまの出席議員は、１６人であります。 

 本日の列席者は、佐々木町長、河原教育長、村瀬代表監査委員であります。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定による説明員、議会事務局からの出席者、監査委員

の令和３年度例月出納検査の結果、議長の執務及び閉会中における各委員会等の活動状況

につきましては、別紙印刷の上、お手元に配付のとおりであります。 

 なお、説明員につきましては、案件により、参事、主幹及び総合支所の課長等が入るこ

ともありますので、御了承願います。 

 次に、本定例会の日程は、第３４までとなっております。 

 なお、追加議案等が予定されておりますので、あらかじめ御連絡を申し上げておきま

す。 

 以上で、報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（前田篤秀君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定により、秋元議員、山本議員を

指名します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（前田篤秀君） 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

 本件について、議会運営委員長の報告を求めます。 

 阿部議会運営委員長。 

○議会運営委員会委員長（阿部君枝君） －登壇－ 

 御報告いたします。 

 本日をもって招集されました令和３年第６回遠軽町議会定例会の会期につきましては、
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９月２日午後２時より議会運営委員会を開催し、審議の結果、本日から９月１３日までの

７日間と決定いたしました。 

 なお、９月９日及び１０日は決算審査のため、９月１１日及び１２日は休日のため、休

会といたします。 

 また、追加議案、意見書等につきましては、それぞれ調整の上、９月９日午後５時まで

に議長へ提出されるようお願いいたします。 

 以上、御報告申し上げます。 

○議長（前田篤秀君） お諮りします。 

 本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日から９月１３日までの７日間に

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から９月１３日までの７日間とすることに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３ 町長の行政報告及び提出案件要旨説明 

○議長（前田篤秀君） 日程第３ 町長の行政報告及び提出案件要旨説明を求めます。 

 佐々木町長。 

○町長（佐々木修一君） －登壇－ 

 令和３年第６回遠軽町議会定例会の開会に当たり、議員の皆様には、大変お忙しい中、

御参集いただき、厚くお礼を申し上げます。 

 初めに、令和３年第４回遠軽町議会定例会以降における行政について、御報告いたしま

す。 

 まず、新型コロナウイルス感染症に関する影響についてでありますが、道内を初め全国

的に第５波と言われる感染者数が、変異株の急拡大により、再び増加傾向となり、全国各

地で緊急事態宣言等が発出される中、国は北海道に対し、８月２７日から９月１２日まで

を実施期間とする３回目の緊急事態宣言を発出しました。 

 本町においては、道の発表によると、８月２１日に飲食店で、２７日には陸上自衛隊遠

軽駐屯地で、また、２８日には別の飲食店で集団感染が発生するなど、１週間の感染者数

は、１５日の週で１３人、２２日の週で２２人と、高い数値を示しており、予断を許さな

い状況が続いておりますが、感染者については、保健所において、感染経路の調査や濃厚

接触者の特定などが確実に行われているところであり、町といたしましては、国の基本的

対処方針、道の緊急事態措置の内容などをもとに、遠軽厚生病院の逼迫状況などを勘案

し、公共施設の休業など、感染防止対策に取り組んでいるところであります。 

 新型コロナウイルスは、誰もが感染者や感染源になる可能性があります。罹患された方

をはじめ、その御家族や職場の同僚のほか、医療に従事されている方々に対し、不当な偏

見、差別、いじめなどが決してあってはなりません。 
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 うわさや憶測に惑わされることなく、国や道が発表する新型コロナウイルス感染症に関

連する正確な情報に基づき、医療崩壊を招かないためにも、一人一人が慎重に行動し、遠

軽厚生病院をはじめとする医療機関を支えてくださるようお願い申し上げます。 

 町といたしましては、感染症蔓延の影響により、地域経済をはじめ町民の皆様の生活に

も大きな影響を受けておりますことから、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金などを活用しながら、アフターコロナを見据えた地域経済の回復や、感染症拡大

防止事業などに取り組むため、今回も補正予算を計上したところです。 

 なお、本町のコロナワクチン接種率についてでありますが、８月２９日現在、全人口１

万９,１７８人に対する１回目の接種率が６１.６％、２回目の接種率が４６.５％となっ

ており、６５歳以上の高齢者については、対象者数７,４１０人に対する１回目の接種率

が８８.６％、２回目の接種率が８０.７％と、順調に接種が進んでおり、１０月末までに

は、２回目の接種を希望する接種対象者の約８０％が接種を終了する見込みであります。 

 町民の皆様におかれましては、感染症蔓延防止のため、道が示している新北海道スタイ

ルの実践や、ワクチン接種の早期受診など、引き続き御理解と御協力をお願い申し上げま

す。 

 次に、観光についてでありますが、かねてからえんがるロックバレースキー場に整備を

進めておりました二つのアクティビティがオープンしました。 

 ６月２６日にオープンしたサマーゲレンデは、長さ３００メートル、幅３０メートルの

道内最大級の規模を誇り、また、８月１４日にオープンしたジップラインは、日本一の最

大傾斜２５％に加え、全長１,１３５メートル、最高時速７０キロメートル、最大地上高

６０メートルなど、東洋一、スリリングなジップラインとして注目度が高く、いずれも

オープン以来、町内外から多くの方々に利用され、大変好評をいただいているところであ

ります。 

 今後も、併設する道の駅遠軽森のオホーツクとともに、地域の魅力を広く発信する施設

として、さらに交流人口の拡大に努めてまいります。 

 次に、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会関連についてであります

が、７月２３日に開催された東京オリンピック開会式において、北海道家庭学校にある１

９６４東京オリンピックゆかりの展示林の木材により製作された直径４メートルの木製オ

ブジェ、オリンピックリングスが、選手入場の直前に、６４年大会のレガシーの継承を表

現する場面で登場し、開会式に彩りを添えたところであります。 

 また、この展示林を契機とした、アイルランドとのホストタウン事業については、応援

ツアーや大会終了後にアイルランド選手との交流を計画しておりましたが、残念ながら新

型コロナウイルスの影響で中止を余儀なくされました。 

 今後については、オリンピックゆかりの樹木の種子から育てた苗による植樹イベントな

どを実施し、展示林の木々を後世に残し、緑の循環に取り組むとともに、ホストタウンを

縁としたアイルランドとの文化、スポーツにおける国際交流を継続的に促進してまいりた
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いと考えております。 

 次に、要望関係についてでありますが、７月２６日に札幌市において、遠軽北見道路整

備促進期成会として、遠軽北見道路の整備促進について、北海道開発局及び北海道に対し

要望を行い、また、８月２３日には北見市において、遠軽地区総合開発期成会として、遠

軽地区３町の懸案事項について、地元選出の武部新衆議院議員に対し、要望を行ってまい

りました。 

 今後におきましても、新型コロナウイルス感染症蔓延の影響により、従来の形式での要

望活動がしづらく、スケジュール的にも厳しい状況にありますが、感染状況を見極めなが

ら、地域課題解決のため、根気強く機会を捉えて要望してまいります。 

 次に、本議会に提出いたしました議案の大要について御説明申し上げます。 

 報告第１号令和２年度遠軽町一般会計継続費については、令和２年度遠軽町一般会計予

算の継続費に係る継続年度が終了しましたので、地方自治法施行令第１４５条２項の規定

により、継続費精算報告書を調製し、議会に報告するものです。 

 報告第２号令和２年度遠軽町健全化判断比率については、地方公共団体の財政の健全化

に関する法律第３条第１項の規定により、令和２年度決算に基づき、監査委員の意見を付

けて、議会に報告するものです。 

 報告第３号令和２年度遠軽町資金不足比率については、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第２２条第１項の規定により、令和２年度決算に基づき、監査委員の意見を付

けて、議会に報告するものです。 

 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦については、現委員であります六車潔氏及び岩船

定男氏が、令和３年１２月３１日をもって任期満了となりますので、後任の委員の候補者

を推薦いたしたく、議会の意見を求めるものです。 

 議案第１号表彰については、遠軽町表彰条例に該当いたします対象者の表彰について、

議会の議決を求めるものです。 

 議案第２号遠軽町過疎地域持続的発展計画を定めることについては、過疎地域の持続的

発展の支援に関する特別措置法第８条第１項の規定により、議会の議決を求めるもので

す。 

 議案第３号遠軽町手数料条例の一部改正については、行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、個人番号カードの再交付の手

数料を廃止するため、本条例を定めるものです。 

 議案第４号遠軽町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正

については、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴い、引き続き固

定資産税の課税免除を行うため、本条例を定めるものです。 

 議案第５号遠軽町過疎地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のため

の固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正については、地域経済牽引事業の促進に

よる地域の成長発展の基盤強化に関する法律第２６条の地方公共団体等を定める省令の一
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部改正に伴い、課税免除の適用範囲を改正するため、本条例を定めるものです。 

 議案第６号遠軽町個人情報保護条例及び遠軽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部改正については、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律の一部改正に伴い、所要の規定を整理するため、本条例を定めるも

のです。 

 議案第７号遠軽町芸術文化交流プラザ条例の一部改正については、遠軽町芸術文化交流

プラザ条例の施行期日の適用期間を延長するため、本条例を定めるものです。 

 議案第８号から議案第１５号までの財産の取得については、遠軽町芸術文化交流プラザ

備品の取得について、議会の議決を求めるものです。 

 議案第１６号令和２年度遠軽町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分については、地

方公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 次に、議案第１７号令和３年度遠軽町一般会計補正予算（第５号）の主なものについて

御説明いたします。 

 歳入については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、地方創生テレ

ワーク交付金等の国庫支出金、道支出金、寄附金、繰越金、諸収入及び町債を補正するも

のです。 

 歳出については、総務省への自治実務研修生派遣に係る研修旅費、社名淵地区テレビ受

信レベル低下に対応する修繕料、地方創生テレワーク推進事業委託料及び補助金、プレミ

アム付商品券発行事業補助金、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金、保育対策総

合支援事業費補助金、新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る経費、飲料水確保事業

補助金、商工業振興補助金等を計上したところです。 

 議案第１８号令和３年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）については、

令和２年度災害等臨時特例補助金等の確定に伴う精算返還金等を計上したところです。 

 議案第１９号令和３年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第１号）については、令和

２年度介護給付費負担金等の確定に伴う精算返還金を計上したところです。 

 認定第１号から認定第７号までについては、令和２年度遠軽町一般会計及び各特別会計

の歳入歳出決算認定並びに水道事業会計及び下水道事業会計の決算認定について、監査委

員の意見を付けて、議会の認定に付するものです。 

 以上が、本議会に提出をいたしました議案の大要です。 

 御審議を願う議案につきましては、その都度、担当部課長から詳細に御説明いたします

ので、御協賛を賜りますようお願いを申し上げます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第４ 報告第１号 

○議長（前田篤秀君） 日程第４ 報告第１号令和２年度遠軽町一般会計継続費について

を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 
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 堀嶋財政課長。 

○財政課長（堀嶋英俊君） 報告第１号令和２年度遠軽町一般会計継続費について説明い

たします。 

 令和２年度遠軽町一般会計予算の継続費に係る継続年度が終了しましたので、地方自治

法施行令第１４５条第２項の規定により、別紙のとおり継続費精算報告書を調製して報告

するものです。 

 次のページをお開き願います。 

 令和２年度遠軽町一般会計継続費精算報告書について説明いたします。 

 ７款商工費１項商工費、道の駅遠軽森のオホーツク遊具施設等整備事業につきまして

は、令和元年度から令和２年度の２か年で事業を実施したもので、全体計画４,２９５万

６,０００円に対し、実績４,２９５万５,０００円となったものです。 

 ９款消防費１項消防費、防災行政無線移動系設備デジタル化整備事業につきましては、

令和元年度から令和２年度の２か年で事業を実施したもので、全体計画２億８,５６７万

２,０００円に対し、実績２億８,５６７万円となったものです。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 以上で、報告第１号令和２年度遠軽町一般会計継続費についてを終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第５ 報告第２号及び日程第６ 報告第３号 

○議長（前田篤秀君） 日程第５ 報告第２号令和２年度遠軽町健全化判断比率につい

て、日程第６ 報告第３号令和２年度遠軽町資金不足比率について、以上２件は関連があ

りますので、一括して議題とします。 

 上程の順により、提出者の説明を求めます。 

 堀嶋財政課長。 

○財政課長（堀嶋英俊君） 報告第２号令和２年度遠軽町健全化判断比率について説明い

たします。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和２年度遠軽

町健全化判断比率を報告するものです。 

 健全化判断比率につきましては、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、

将来負担比率の四つの比率で構成されるものです。 

 実質赤字比率につきましては、一般会計の赤字を示す指標で、赤字は生じておりません

ので、比率は算定されないものです。 

 連結実質赤字比率につきましては、町の全ての会計の赤字を示す指標で、赤字は生じて
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おりませんので、比率は算定されないものです。 

 実質公債費比率につきましては、町の全ての会計及び一部事務組合が負担する公債費の

大きさを示す指標で、令和２年度においては９.７％となったものです。 

 将来負担比率につきましては、町の全ての会計、一部事務組合及び第三セクターが翌年

度以降に負担する債務の大きさを示す指標で、令和２年度においては１７.８％となった

ものです。 

 各比率におきましては、それぞれ基準を超えていないことから、財政状況は健全と判断

されるものです。 

 なお、赤番１０として、監査委員の健全化判断比率審査意見書をつけておりますので、

御参照をお願いいたします。 

 以上で、報告第２号の説明を終わります。 

 続きまして、報告第３号令和２年度遠軽町資金不足比率について説明いたします。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和２年度遠

軽町資金不足比率を報告するものです。 

 資金不足比率につきましては、公営企業会計の資金不足の程度を会計ごとに示す指標

で、各会計において資金不足は生じておりませんので、比率は算定されないものです。 

 なお、赤番１０及び１２として、監査委員の資金不足比率審査意見書をつけております

ので、御参照をお願いいたします。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（前田篤秀君） これより、一括上程しました報告２件の質疑を行います。 

 質疑は、上程の順により、各案件ごとに行います。 

 これより、報告第２号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、報告第２号の質疑を終わります。 

 以上で、報告第２号令和２年度遠軽町健全化判断比率についてを終わります。 

 次に、報告第３号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、報告第３号の質疑を終わります。 

 以上で、報告第３号令和２年度遠軽町資金不足比率についてを終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第７ 諮問第１号 

○議長（前田篤秀君） 日程第７ 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題

とします。 

 提出者の説明を求めます。 
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 佐々木町長。 

○町長（佐々木修一君） 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について御説明いたしま

す。 

 人権擁護委員、六車潔氏及び岩船定男氏が、令和３年１２月３１日をもって任期満了と

なるため、次の方を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の

意見を求めるものであります。 

 住所、遠軽町生田原安国２４５番地２２。 

 氏名、六車潔氏。 

 生年月日、昭和２７年５月１２日。 

 住所、遠軽町白滝上支湧別４１４番地１。 

 氏名、味戸美枝子氏。 

 生年月日、昭和３４年５月２７日であります。 

 以上の方々は、人格識見ともに高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解の

ある方々でありますので、人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、議会の意見を求め

るものであります。 

 なお、御本人の略歴につきましては、次ページ以降の参考資料を御参照願います。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり同意することに決定しました。 

 暫時休憩します。 

午前１０時２５分 休憩 

────────────── 

午前１０時２５分 再開 

○議長（前田篤秀君） 再開します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第１号 

○議長（前田篤秀君） 日程第８ 議案第１号表彰についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 鈴木総務課長。 
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○総務課長（鈴木 浩君） 議案第１号表彰について御説明いたします。 

 遠軽町表彰条例第２条の規定により表彰することについて、議会の議決を求めるもので

ございます。 

 次のページを御覧願います。 

 １、遠軽町表彰条例第２条第１号イに該当する自治功労としまして、１２年以上、遠軽

町議会議員の職にあります、遠軽町南町４丁目１０６番地、今村則康様であります。 

 ２、遠軽町表彰条例第２条第１号カに該当する自治功労としまして、２０年以上、遠軽

町交通安全指導員の職にあります、遠軽町生田原４９４番地、大柳清美様、遠軽町大通北

８丁目１番地２４、松田正様であります。 

 ３、遠軽町表彰条例第２条第３号ウに該当する社会功労としまして、森林公園いこいの

森鉄道車両整備資金として１００万円の御寄附をいただきました、東京都新宿区神宮前５

丁目３８番１０号、井門義博様、教育振興資金として８０万円の御寄附をいただきまし

た、東京都杉並区堀ノ内１丁目５番３号、岩崎正敏様、ふるさと振興資金として５０万円

の御寄附をいただきました、東京都大田区中央３丁目２４番１３号、本間公美様、同じく

５０万円の御寄附をいただきました、東京都新宿区下落合２丁目２１番１４号、片平俊治

様、社会福祉振興資金として５０万円の御寄附をいただきました、遠軽町瀬戸瀬東町７６

番地５、土屋民雄様であります。 

 ４、遠軽町表彰条例第２条第３号エに該当する社会功労としまして、遠軽町芸術文化交

流プラザ備品購入資金として３００万円の御寄附をいただきました、湧別町上湧別屯田市

街地２３０番地、えんゆう農業協同組合様、まちづくり振興資金として１１５万９,００

０円の御寄附をいただきました、東京都千代田区麹町４丁目２番地、株式会社工営エナ

ジー様であります。 

 ５、遠軽町表彰条例第２条第４号アに該当する消防功労としまして、２０年以上、消防

団員として勤続された、遠軽町白滝８４２番地１、松村愉文様、遠軽町大通北６丁目４番

地６８、丹野準子様、遠軽町白滝２７３番地２、斉藤久子様、遠軽町東町５丁目１番地

６、森谷正様であります。 

 以上、自治功労３件、社会功労７件、消防功労４件につきまして、遠軽町表彰条例に基

づき表彰いたしたく、提案するものであります。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第１号表彰についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩します。 

午前１０時２９分 休憩 

────────────── 

午前１０時２９分 再開 

○議長（前田篤秀君） 再開します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第２号 

○議長（前田篤秀君） 日程第９ 議案第２号遠軽町過疎地域持続的発展計画を定めるこ

とについてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 今井企画課長。 

○企画課長（今井昌幸君） 議案第２号遠軽町過疎地域持続的発展計画を定めることにつ

いて御説明いたします。 

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第１項の規定により、遠軽町過

疎地域持続的発展計画を別紙のとおり定めることについて、議会の議決を求めるものであ

ります。 

 過疎地域対策につきましては、昭和４５年に過疎地域対策緊急措置法が時限立法として

制定されて以来、これまで４次にわたり、過疎対策のための特別措置法が制定され、各種

の措置が講じられてきました。 

 しかし、過疎地域においては、人口減少に歯止めがかからず、地域の活力低下が続くな

ど、依然として厳しい状況にあることから、令和３年４月１日付で、過疎地域の持続的発

展の支援に関する特別措置法が施行されたところでございます。 

 遠軽町過疎地域持続的発展計画は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第

７条の規定による北海道過疎地域持続的発展方針に基づき、同法第８条第１項の規定によ

り、当該市町村の議会の議決を得て定めることができるものであり、さらに、同法第８条

第７項の規定により、あらかじめ都道府県に協議しなければならないこととなっておりま

す。 

 なお、北海道との協議につきましては、令和３年８月２６日付で整っておりますことを

御報告申し上げます。 

 別紙遠軽町過疎地域持続的発展計画、表紙裏の目次をお開き願います。 

 目次に記載しております１から１２までの項目につきましては、過疎地域の持続的発展

の支援に関する特別措置法第８条第２項により、市町村計画に定める事項として規定され

ているものでございます。 

 各事項について、現状と問題点を分析、検討し、その対策や計画、公共施設等総合管理
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計画との整合について記載をしております。 

 １ページから１６ページまでは、１の基本的な事項として、遠軽町の概況、人口及び産

業の推移と動向、遠軽町の行財政の状況、地域の持続的発展の基本方針、地域の持続的発

展のための基本目標、計画の達成状況の評価に関する事項、計画期間及び公共施設等総合

管理計画との整合について記載をしております。 

 次に、１７ページ以降につきましては、２の移住・定住・地域間交流の促進、人材育成

から、１２の再生可能エネルギーの利用の推進の５３ページまで、それぞれ現状と問題

点、その対策、計画、公共施設等総合管理計画との整合について記載をしております。 

 ５４ページから５９ページまでは、過疎地域持続的発展特別事業分を施策区分別に記載

をしております。 

 また、この計画書に記載されている事業計画につきましては、別冊の赤番３に参考資料

としてまとめておりますので、御覧いただきたいと思います。 

 持続的発展施策区分ごとに、事業名、事業内容、事業主体、概算事業費としまして、令

和３年度から７年度までの年度ごとの事業費を記載をしております。 

 なお、ここに記載されております事業につきましては、必ず全てを実施するというもの

ではございません。事業の必要性や緊急性なども踏まえまして、実施年度の変更や先送

り、新たな事業の追加などの計画の変更も今後考えられるところでございます。 

 また、事業を実施する場合でも、過疎債の枠もありますので、これらが全てを過疎債で

実施するわけではなく、合併特例債や町単費で実施する場合もありますので、あらかじめ

御理解をお願いいたします。 

 以上で、議案第２号の説明を終わります。 

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第２号遠軽町過疎地域持続的発展計画を定めることについてを採決いた

します。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第３号 

○議長（前田篤秀君） 日程第１０ 議案第３号遠軽町手数料条例の一部改正についてを

議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 



《令和３年９月７日》 
  

－ 15 － 

 髙橋住民生活課長。 

○住民生活課長（髙橋静江君） 議案第３号遠軽町手数料条例の一部改正につきまして御

説明いたします。 

 提案理由につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律の一部改正により、条例で規定している個人番号カードの再交付手数料を廃

止することから、別表を整備するものであります。 

 それでは、次のページをお開き願います。 

 遠軽町手数料条例の一部を改正する条例。 

 別紙の内容につきましては、次のページの参考資料、新旧対照表により御説明をいたし

ます。 

 今回の改正は、地方公共団体情報システム機構、Ｊ－ＬＩＳが、個人番号カードを発行

することが明確化されるとともに、機構がカード発行に関して手数料を徴収することがで

き、その徴収事務を住所地市町村長に委託することができるよう、新たに規定されたこと

から、手数料条例別表第１の１６の項を削り、同表の１７の項を１６の項とし、同表の１

８の項から３５の項までを１項ずつ繰り上げるものであります。 

 別表に戻りまして、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものであ

ります。 

 以上で、議案第３号の説明を終わります。 

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第３号遠軽町手数料条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 議案第４号 

○議長（前田篤秀君） 日程第１１ 議案第４号遠軽町過疎地域対策のための固定資産税

の課税免除に関する条例の一部改正についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 今井企画課長。 

○企画課長（今井昌幸君） 議案第４号遠軽町過疎地域対策のための固定資産税の課税免

除に関する条例の一部改正について御説明いたします。 

 本案は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴い、引き続き固定
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資産税の課税免除を行うため、本条例を定めるものであります。 

 次のページ、別紙をお開き願います。 

 遠軽町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例

であります。 

 改正の内容につきましては、参考資料により御説明いたしますので、次のページの新旧

対照表を御覧ください。 

 第１条は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴い、前文を改正

後の規定案のとおり改めるものでございます。 

 第２条中、「第１２条第１項」を「第１２条第３項」に、「第４５条第１項」を「第４

５条第２項」に、「を新設し、又は増設」を「の取得等を」に改め、「課する固定資産税

について」の次に「は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第６条第１項の規定によ

り、」を加えるものでございます。 

 別紙に戻りまして、附則第１項の施行期日としまして、この条例は、公布の日から施行

するものでございます。 

 第２項の経過措置は、令和３年３月３１日以前に、この条例による改正前の遠軽町過疎

地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例第２条に規定する適用設備を新設

し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例によるものと

しております。 

 以上で、議案第４号の説明を終わります。 

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第４号遠軽町過疎地域対策のための固定資産税の課税免除に関する条例

の一部改正についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 議案第５号 

○議長（前田篤秀君） 日程第１２ 議案第５号遠軽町地域経済牽引事業の促進による地

域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について

を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 今井企画課長。 
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○企画課長（今井昌幸君） 議案第５号遠軽町地域経済牽引事業の促進による地域の成長

発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について御説明い

たします。 

 本案は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第２６

条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、課税免除の適用範囲を改正するた

め、本条例を定めるものであります。 

 次のページ、別紙をお開き願います。 

 遠軽町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の

課税免除に関する条例の一部を改正する条例であります。 

 改正の内容につきましては、参考資料により御説明いたしますので、次のページの新旧

対照表を御覧ください。 

 第２条中、「起算して５年以内」を「令和５年３月３１日まで」に改めるものでござい

ます。 

 別紙に戻りまして、附則として、この条例は、公布の日から施行するものでございま

す。 

 以上で、議案第５号の説明を終わります。 

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第５号遠軽町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化

のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 議案第６号 

○議長（前田篤秀君） 日程第１３ 議案第６号遠軽町個人情報保護条例及び遠軽町個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 吉岡情報管財課長。 

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第６号遠軽町個人情報保護条例及び遠軽町個人番号

の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたし

ます。 

 本案につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
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する法律、いわゆる番号法の一部改正により、遠軽町個人情報保護条例及び遠軽町個人番

号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例において、所要の規定を整理するための、

本条例を定めるものです。 

 次のページ、別紙をお開き願います。 

 遠軽町個人情報保護条例及び遠軽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例として、この改正条例は全２条で構成しております。 

 第１条は、遠軽町個人情報保護条例の一部改正。 

 第２条は、遠軽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につ

いて、それぞれ規定するものです。 

 改正の内容につきましては、参考資料により御説明いたしますので、次のページ、新旧

対照表をお開き願います。 

 遠軽町個人情報保護条例新旧対照表、第１条関係です。 

 第３６条第２項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に、「第１９条第７号」を「第１９

条第８号」に、「同条第８号」を「同条第９号」に改めます。 

 続いて、遠軽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例新旧対照表、第２

条関係です。 

 第１条及び第５条第１項中、「第１９条第１０号」を「第１９条第１１号」に改めま

す。 

 別紙に戻りまして、附則としまして、この条例は、公布の日から施行するものでありま

す。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第６号遠軽町個人情報保護条例及び遠軽町個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１４ 議案第７号 

○議長（前田篤秀君） 日程第１４ 議案第７号遠軽町芸術文化交流プラザ条例の一部改

正についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 
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 水野社会教育課長。 

○社会教育課長（水野 徹君） 議案第７号遠軽町芸術文化交流プラザ条例の一部改正に

ついて御説明いたします。 

 提案理由としまして、遠軽町芸術文化交流プラザ条例の施行期日の適用期間を延長する

ため、本条例を定めるとしております。 

 資料、１枚めくりまして、別紙には、附則第１項中の期間を「２年」から「３年」に改

めるという内容を記載しております。 

 次のページになりますが、新旧対照表にも記載ありますとおり、施行期日を、公布の日

から起算して「２年」を「３年」に変更する内容となっております。 

 なお、この変更につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、現在、建設

中の芸術文化交流プラザの工期が１年延長になっていることに伴いまして、期間を延長す

るものであります。 

 別表に戻りまして、附則としまして、この条例は、公布の日から施行するということに

なってございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第７号遠軽町芸術文化交流プラザ条例の一部改正についてを採決いたし

ます。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１５ 議案第８号 

○議長（前田篤秀君） 日程第１５ 議案第８号財産の取得についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 吉岡情報管財課長。 

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第８号財産の取得について御説明いたします。 

 遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より、財産を取得することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 取得する財産は、遠軽町芸術文化交流プラザ備品一式であります。 

 次のページ、別紙をお開き願います。 

 取得する財産の名称及び数量は、演奏用ステージ一式、指揮台２台、譜面台８９台、譜
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面灯２０個、椅子１０５脚、収納用台車１５台であります。 

 前のページにお戻り願います。 

 取得の方法は、指名競争入札でありまして、取得価格は１,８３７万円であります。 

 取得の相手方は、遠軽町岩見通南２丁目１番地１、イト電商事株式会社、代表取締役社

長、加藤幸徳であります。 

 この財産の取得につきましては、８月２３日、有限会社菊地ほか９者により指名競争入

札を行いまして、イト電商事株式会社が１,８３７万円で落札をしております。 

 入札の執行状況につきましては、配付をしております財産の取得又は処分に係る入札等

状況の一覧表、１番に記載をしておりますので、御参照願います。 

 なお、イト電商事株式会社とは、同日、仮契約を締結しております。 

 納期につきましては、令和４年３月２５日を予定しております。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第８号財産の取得についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１６ 議案第９号 

○議長（前田篤秀君） 日程第１６ 議案第９号財産の取得についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 吉岡情報管財課長。 

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第９号財産の取得について御説明します。 

 遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より、財産を取得することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 取得する財産は、遠軽町芸術文化交流プラザ備品一式であります。 

 次のページ、別紙をお開き願います。 

 取得する財産の名称及び数量は、展示パネル１０２枚、展示用ポール１２４本、収納用

台車９台、その他展示用備品一式であります。 

 前のページにお戻り願います。 

 取得の方法は、指名競争入札でありまして、取得価格は１,３３７万６,０００円であり

ます。 
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 取得の相手方は、遠軽町大通南１丁目２番地３４、株式会社笠井家具店、代表取締役、

佐々木秀樹であります。 

 この財産の取得につきましては、８月２３日、有限会社菊地ほか９者により指名競争入

札を行いまして、株式会社笠井家具店が１,３３７万６,０００円で落札をしております。 

 入札の執行状況につきましては、配付をしております財産の取得又は処分に係る入札等

状況の一覧表、２番に記載をしておりますので、御参照願います。 

 なお、株式会社笠井家具店とは、同日、仮契約を締結しております。 

 納期につきましては、令和４年３月２５日を予定しております。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第９号財産の取得についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１７ 議案第１０号 

○議長（前田篤秀君） 日程第１７ 議案第１０号財産の取得についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 吉岡情報管財課長。 

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第１０号財産の取得について説明いたします。 

 遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より、財産を取得することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 取得する財産は、遠軽町芸術文化交流プラザ備品一式であります。 

 次のページ、別紙をお開き願います。 

 取得する財産の名称及び数量は、テーブル６８台、椅子３５４脚、収納用台車１１台で

あります。 

 前のページにお戻り願います。 

 取得する方法は、指名競争入札でありまして、取得価格につきましては１,１０７万７,

０００円であります。 

 取得の相手方は、遠軽町大通南４丁目２番地５、合資会社計文堂、代表社員、和田修で

あります。 

 この財産の取得につきましては、８月２３日、有限会社菊地ほか９者により指名競争入
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札を行いまして、合資会社計文堂が１,１０７万７,０００円で落札をしております。 

 入札の執行状況につきましては、配付をしております財産の取得又は処分に係る入札等

状況の一覧表、３番に記載をしておりますので、御参照願います。 

 なお、合資会社計文堂とは、同日、仮契約を締結しております。 

 納期につきましては、令和４年３月２５日を予定しております。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。 

 山谷議員。 

○８番（山谷敬二君） この財産の取得の入札状況のほうの紙なのですが、いつもでした

ら、１番、備考の欄のところに、積算根拠、予定価格が記載されているのですが、ここが

予定価格等が記載されていない理由だけ教えてください。 

○議長（前田篤秀君） 吉岡情報管財課長。 

○情報管財課長（吉岡秀利君） お配りしております財産の取得又は処分に係る入札等の

状況につきましては、予定価格を記載しておりませんが、これにつきましては、建設工事

等の発注状況につきましては予定価格を記載しておりますが、工事等の内容につきまして

は、公表要領に基づきまして、広く予定価格を公表しておりますけれども、それにつきま

しては、建設工事等の発注状況について記載しているものでありまして、財産の取得又は

処分に係る入札等の状況の案件につきましては、そういった公表要領に基づく予定価格の

公表は今までもしておりませんということで、要望がありましたらお答えするような形に

なっておりまして、今回もそのような形で記載をしていないということで御理解願いたい

と思います。 

○８番（山谷敬二君） 分かりました。 

○議長（前田篤秀君） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第１０号財産の取得についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１８ 議案第１１号 

○議長（前田篤秀君） 日程第１８ 議案第１１号財産の取得についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 吉岡情報管財課長。 

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第１１号財産の取得について御説明いたします。 
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 遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より、財産を取得することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 取得する財産は、遠軽町芸術文化交流プラザ備品一式であります。 

 次のページ、別紙をお開き願います。 

 取得する財産の名称及び数量は、ギターアンプ２台、銅鑼１台、ティンパニ４台、バス

ドラム１台、マリンバ１台、シロフォン１台、ビブラフォン１台、チャイム１台、ドラム

セット１組、その他楽器用備品一式であります。 

 前のページにお戻り願います。 

 取得の方法は、指名競争入札でありまして、取得の価格につきましては９３８万３,０

００円であります。 

 取得の相手方は、遠軽町丸瀬布中町１４番地、株式会社イチマル、代表取締役、谷口寿

康であります。 

 この財産の取得につきましては、８月２３日、株式会社アオイケほか３者によりまして

指名競争入札を行い、株式会社イチマルが９３８万３,０００円で落札をしております。 

 入札の執行状況につきましては、配付をしております財産の取得又は処分に係る入札等

状況の一覧表、４番に記載をしておりますので、御参照願います。 

 なお、株式会社イチマルとは、同日、仮契約を締結しております。 

 納期につきましては、令和４年３月２５日を予定しております。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第１１号財産の取得についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１９ 議案第１２号 

○議長（前田篤秀君） 日程第１９ 議案第１２号財産の取得についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 吉岡情報管財課長。 

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第１２号財産の取得について御説明いたします。 

 遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より、財産を取得することについて、議会の議決を求めるものであります。 
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 取得する財産は、遠軽町芸術文化交流プラザ備品一式であります。 

 次のページ、別紙をお開き願います。 

 取得する財産の名称及び数量は、テーブル３８台、椅子８９脚、ソファ４脚、ソファ用

フレーム４組、ベンチ２台、カウンター３台、キッズコーナー用備品１組であります。 

 前のページにお戻り願います。 

 取得の方法は、指名競争入札でありまして、取得価格は９４６万円であります。 

 取得の相手方は、遠軽町生田原７１４番地、株式会社アオイケ、代表取締役、青池淳司

であります。 

 この財産の取得につきましては、８月２３日、有限会社菊地ほか９者により指名競争入

札を行いまして、株式会社アオイケが９４６万円で落札をしております。 

 入札の執行状況につきましては、配付をしております財産の取得又は処分に係る入札等

状況の一覧表、５番に記載をしておりますので、御参照願います。 

 なお、株式会社アオイケとは、同日、仮契約を締結しております。 

 納期につきましては、令和４年３月２５日を予定しております。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第１２号財産の取得についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２０ 議案第１３号 

○議長（前田篤秀君） 日程第２０ 議案第１３号財産の取得についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 吉岡情報管財課長。 

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第１３号財産の取得について御説明いたします。 

 遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より、財産を取得することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 取得する財産は、遠軽町芸術文化交流プラザ備品一式であります。 

 次のページ、別紙をお開き願います。 

 取得する財産の名称及び数量は、テーブル４２台、椅子１１９脚、収納用台車３台、

コートスタンド１０台、サービスワゴン３台、工作台４台であります。 
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 前のページにお戻り願います。 

 取得の方法は、指名競争入札でありまして、取得の価格は７８８万７,０００円であり

ます。 

 取得の相手方は、遠軽町岩見通南２丁目２番地２０、有限会社菊地、代表取締役、菊地

勝巳であります。 

 この財産の取得につきましては、８月２３日、有限会社菊地ほか９者により指名競争入

札を行い、有限会社菊地が７８８万７,０００円で落札をしております。 

 入札の執行状況につきましては、配付をしております財産の取得又は処分に係る入札等

状況の一覧表、６番に記載をしておりますので、御参照願います。 

 なお、有限会社菊地とは、同日、仮契約を締結しております。 

 納期につきましては、令和４年３月２５日を予定しております。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。 

 ３番佐藤議員。 

○３番（佐藤 登君） 今までの議案第９号から１３号ですか、この中に、椅子、テーブ

ルと、台車等、かなり重複しておりますが、この個数につきましては、規格、品質が違う

のか、どのようにして基準、分けたのかについてお伺いいたします。 

○議長（前田篤秀君） 吉岡情報管財課長。 

○情報管財課長（吉岡秀利君） ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

 今回の備品につきましては、交流プラザの各部屋ごとに使用する備品でそれぞれ発注を

受けておりますので、例えば一覧表の１番ですと、大ホールで使用する備品、２番ですと

小ホールで使用する備品等、各部屋ごとの使用する備品ということで発注を受けておりま

して、これにつきましては、分離発注ということで、中小企業の育成、受注機会の確保と

いった観点から、中小企業庁のほうも、中小企業者に関する国等の契約方針に基づいたも

ので、こういう形で分離発注をしております。 

 以上です。 

○議長（前田篤秀君） ３番佐藤議員。 

○３番（佐藤 登君） それと、椅子、テーブルとか台車については、同じような規格の

ものを使用しておりますかについて伺います。 

○議長（前田篤秀君） 水野社会教育課長。 

○社会教育課長（水野 徹君） 説明いたします。 

 備品の種類につきましては、その使用する部屋に合わせたものを選定しているものであ

ります。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（前田篤秀君） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（前田篤秀君） これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第１３号財産の取得についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２１ 議案第１４号 

○議長（前田篤秀君） 日程第２１ 議案第１４号財産の取得についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 吉岡情報管財課長。 

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第１４号財産の取得について御説明いたします。 

 遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より、財産を取得することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 取得する財産は、遠軽町芸術文化交流プラザ備品一式であります。 

 次のページ、別紙をお開き願います。 

 取得する財産の名称及び数量は、陶芸用電気炉２台、電動ろくろ４台、手回しろくろ２

０台、椅子２０脚、その他陶芸用備品一式であります。 

 前のページにお戻り願います。 

 取得の方法は、指名競争入札でありまして、取得の価格につきましては７２９万３,０

００円であります。 

 取得の相手方は、遠軽町白滝６９１番地、丸カ前本商事株式会社、代表取締役、前本雅

司であります。 

 この財産の取得につきましては、８月２３日、株式会社アオイケほか４者により指名競

争入札を行い、丸カ前本商事株式会社が７２９万３,０００円で落札をしております。 

 入札の執行状況につきましては、配付をしております財産の取得又は処分に係る入札等

状況の一覧表、７番に記載をしておりますので、御参照願います。 

 なお、丸カ前本商事株式会社とは、同日、仮契約を締結しております。 

 納期につきましては、令和４年３月２５日を予定しております。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第１４号財産の取得についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２２ 議案第１５号 

○議長（前田篤秀君） 日程第２２ 議案第１５号財産の取得についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 吉岡情報管財課長。 

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第１５号財産の取得について御説明いたします。 

 遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より、財産を取得することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 取得する財産は、遠軽町芸術文化交流プラザ備品一式であります。 

 次のページ、別紙をお開き願います。 

 取得する財産の名称及び数量は、町旗１枚、北海道旗１枚、国旗１枚、舞台用平台６０

台、舞台用開き足８０台、舞台用箱階段４台、運搬用台車７台、その他舞台用備品一式で

あります。 

 前のページにお戻り願います。 

 取得の方法は、指名競争入札でありまして、取得価格は１,８４４万７,０００円であり

ます。 

 取得の相手方は、遠軽町大通北１丁目２番地４１、有限会社毛利ラジオ店、取締役、市

田尚美であります。 

 この財産の取得につきましては、８月２３日、山崎産業株式会社ほか５者により指名競

争入札を行いまして、有限会社毛利ラジオ店が１,８４４万７,０００円で落札をしており

ます。 

 入札の執行状況につきましては、配付をしております財産の取得又は処分に係る入札等

状況の一覧表、８番に記載をしておりますので、御参照願います。 

 なお、有限会社毛利ラジオ店とは、同日、仮契約を締結しております。 

 納期につきましては、令和４年３月２５日を予定しております。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。 

 阿部議員。 

○９番（阿部君枝君） 一番下の、その他備品一式となっているのですが、主な、大きな

ものではどういうものが入っているのでしょうか。 

○議長（前田篤秀君） 水野社会教育課長。 

○社会教育課長（水野 徹君） お答えいたします。 

 その他大ホール用備品としまして、吊り看板が３枚、プログラムスタンドが２台、この
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プログラムスタンドというのは、落語等のめくりスタンドとなっております。また、リノ

リウムシートとしまして、バレー用のシートが１２巻、それを固定するＴＭテープが１０

箱、平台の高さを調整する箱足が８０個、また、同じく高さを調整する木台が５０個、そ

の箱足、木台を固定するつかみ金具が２００個という内容になってございます。 

○議長（前田篤秀君） 阿部議員。 

○９番（阿部君枝君） 舞台で使う屏風とかは、また別な方法で購入するということで

しょうか。 

○議長（前田篤秀君） 水野社会教育課長。 

○社会教育課長（水野 徹君） 屏風というのは金屏風でよろしいですか。金屏風につき

ましては、現在、白滝交流センターのほうに金屏風が置いてありまして、長らく使用され

ていない状態にございます。それで、程度も非常にいいものですから、それを交流プラザ

のほうに移設をして使用したいというふうに考えております。 

○議長（前田篤秀君） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第１５号財産の取得についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 １１時２０分まで、暫時休憩します。 

午前１１時１１分 休憩 

────────────── 

午前１１時１９分 再開 

○議長（前田篤秀君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２３ 議案第１６号 

○議長（前田篤秀君） 日程第２３ 議案第１６号令和２年度遠軽町下水道事業会計未処

分利益剰余金の処分についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 大川水道課長。 

○水道課長（大川寿雄君） 議案第１６号令和２年度遠軽町下水道事業会計未処分利益剰

余金の処分について御説明いたします。 

 令和２年度遠軽町下水道事業会計未処分利益剰余金１億５,６６９万６,６５８円のう

ち、８,０００万円を減債積立金として処分することといたしましたので、地方公営企業

法第３２条第２項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 
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 以上で、議案第１６号の説明を終わります。 

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第１６号令和２年度遠軽町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２４ 議案第１７号から日程第２６ 議案第１９号まで 

○議長（前田篤秀君） 日程第２４ 議案第１７号令和３年度遠軽町一般会計補正予算

（第５号）、日程第２５ 議案第１８号令和３年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）、日程第２６ 議案第１９号令和３年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第

１号）、以上３件は関連がありますので、一括して議題とします。 

 上程の順により、提出者の説明を求めます。 

 堀嶋財政課長。 

○財政課長（堀嶋英俊君） 議案第１７号令和３年度遠軽町一般会計補正予算（第５号）

について説明いたします。 

 令和３年度遠軽町一般会計補正予算（第５号）につきましては、既定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ２億３５７万円を追加し、歳入歳出予算の総額を２０２億３３万

７,０００円とするものです。 

 補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により説明いたします。 

 地方債の追加及び変更は、「第２表地方債補正」により説明いたします。 

 次のページをお開き願います。 

 第１表歳入歳出予算補正の歳入から説明いたします。 

 １５款国庫支出金につきましては、２項国庫補助金に９,９７０万２,０００円を追加

し、総額を１７億７,７８９万７,０００円とするものです。 

 １６款道支出金につきましては、２項道補助金に１,８００万円を追加し、総額を９億

１,５６８万７,０００円とするものです。 

 １８款寄附金につきましては、１項寄附金に１,３４０万９,０００円を追加し、総額を

１,５５４万３,０００円とするものです。 

 ２０款繰越金につきましては、１項繰越金に８,３７２万２,０００円を追加し、総額を

３億８２万６,０００円とするものです。 
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 ２１款諸収入につきましては、５項雑入に７３万７,０００円を追加し、総額を１億７,

７８１万７,０００円とするものです。 

 ２２款町債につきましては、１項町債を１,２００万円減額し、総額を６０億４,５２０

円とするものです。 

 これにより、歳入合計１９９億９,６７６万７,０００円に２億３５７万円を追加し、総

額を２０２億３３万７,０００円とするものです。 

 次に、歳出について説明いたします。 

 次のページをお開き願います。 

 ２款総務費につきましては、１項総務管理費に１億８,１９６万９,０００円を追加、２

項徴税費に４６万５,０００円を追加し、総額を６７億４,１３３万７,０００円とするも

のです。 

 ３款民生費につきましては、１項社会福祉費に１９５万６,０００円を追加、２項児童

福祉費に１００万円を追加し、総額を２９億８,５７１万６,０００円とするものです。 

 ４款衛生費につきましては、１項保健衛生費に１,３５８万５,０００円を追加し、総額

を１３億３,５１０万円とするものです。 

 ７款商工費につきましては、１項商工費に２３２万３,０００円を追加し、総額を９億

４,５２０万８,０００円とするものです。 

 ８款土木費につきましては、２項道路橋梁費に２２７万２,０００円を追加し、総額を

２１億３,１６５万２,０００円とするものです。 

 これにより、歳出合計１９９億９,６７６万７,０００円に２億３５７万円を追加し、総

額を歳入歳出同額の２０２億３３万７,０００円とするものです。 

 次に、第２表地方債補正について説明いたします。 

 地方債の追加につきましては、遠軽高等学校通学者等助成事業、限度額２,２８０万円

及び自治会活動事業、限度額１,０１０万円を追加するもので、起債の方法、利率、償還

の方法は、それぞれ記載のとおりです。 

 地方債の変更につきましては、地域医療対策事業の限度額を１億１,９４０万円に変更

するものです。起債の方法、利率、償還の方法は、それぞれ補正前と変更はありません。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を省略いたしまして、歳出から説明いたし

ます。 

 ９ページをお開き願います。 

 ２款総務費１項総務管理費１目一般管理費、職員研修事業２７０万円につきましては、

自治実務研修生として、職員１名を１年間、総務省に派遣する研修旅費を計上するもので

す。 

 ５目財産管理費、テレビ視聴環境整備事業２８６万円につきましては、社名淵地区のテ

レビ受信レベルが低下していることから、無線共聴施設設備の修繕料を計上するもので

す。 
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 ６目企画費、企画一般経費９,３００万円につきましては、国の地方創生テレワーク交

付金を受け、新型コロナウイルス感染症へ対応する新しい生活様式を踏まえ、都市地域か

らの移住や企業進出を促進するため、サテライトオフィス等の設置を支援する経費を計上

するものです。地方創生テレワーク推進事業委託料は、町内に設置するサテライトオフィ

ス等のプロモーションに係る経費として、パンフレット作成や広告等に係る１,２００万

円を計上。地方創生テレワーク推進事業補助金は、町内に設置を計画する二つのシェアオ

フィスに係る施設の整備、改修費用や、通信環境の整備、機器、ソフトウェアの購入に対

する支援として８,１００万円を計上するものです。 

 １０目自治振興費につきましては、財源の振替です。 

 １４目諸費、税外収入還付１,０００万円につきましては、障がい者介護給付費等負担

金ほか国庫負担金等の令和２年度分精算による返還金を計上するものです。 

 １５目基金運営費、基金運営事業につきまして、指定寄附金５件、６７万４,０００

円、ふるさと納税寄附金１,０６７件、４８６万８,０００円により、まちづくり振興基金

積立金５５４万２,０００円を追加するものです。 

 １６目新型コロナウイルス感染症対策費、新型コロナウイルス感染症対策事業６,７８

６万７,０００円につきましては、感染症対策に係る経費を計上するもので、新型コロナ

ウイルス感染症の感染リスクを抱えながらも、医療及び福祉サービス事業等に従事される

従事者への慰労金支給事業として、町内で使える商品券、１人１万２,０００円分を、従

事者約１,７９０人へ支給するために必要な慰労金支給事業委託料４０万５,０００円及び

慰労金２,１４８万円を計上。感染症の影響により停滞している町内消費を喚起するた

め、町内で使えるプレミアム付商品券について、販売価格１冊１万円で１万２,０００円

分、プレミアム２０％の商品券１万８,０００冊を発行するもので、プレミアム分の事業

費３,６００万円及び商品券印刷や事務処理費に必要な経費８９８万２,０００円を合わ

せ、プレミアム付商品券発行事業補助金４,４９８万２,０００円を計上。また、各地域で

の消費喚起のため、商工関係団体が独自に実施する事業に対し支援するため、地域消費喚

起支援事業補助金１００万円を計上するものです。 

 ２項徴税費２目賦課徴収費、賦課徴収一般経費４６万５,０００円につきましては、

データベースソフトのサポート期間終了に伴う確定申告受付システム改修業務委託料を計

上するものです。 

 ３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費、国民健康保険事業につきましては、国

民健康保険特別会計繰出金２０１万円の追加。介護保険事業につきましては、介護保険特

別会計繰出金５万４,０００円の減額です。 

 ２項児童福祉費１目児童福祉総務費、子ども・子育て支援事業１００万円につきまして

は、国の保育対策総合支援事業費補助金により、幼保連携型認定こども園２施設への新型

コロナウイルス感染症防止に係る経費に対する各５０万円の補助金を計上するものです。 

 ４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費につきましては、財源の振替です。 
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 ３目予防費、新型コロナウイルスワクチン接種事業１,２８３万５,０００円につきまし

ては、既定の予算が９月分までの経費であるため、１０月以降のワクチン接種体制の確保

に必要な経費を追加するものです。会計年度任用職員の任用に係る経費として、報酬３５

７万円、給料２９７万９,０００円、職員手当等１７４万３,０００円。共済費７０万５,

０００円を追加。予防接種健康被害調査委員会委員報償費２万８,０００円、ワクチン接

種への協力者に対する謝礼金５万５,０００円、会計年度任用職員及び委員への費用弁償

１３万６,０００円。需用費に消耗品費、燃料費及び印刷製本費を合わせ４１万６,０００

円。役務費に通信運搬費及び手数料を合わせ４７万８,０００円を追加。委託料につきま

しては、ワクチン接種記録のマイナンバー情報連携に係る健康管理システム改修業務委託

料６３万８,０００円、ワクチン配送業務委託料１２万１,０００円、超低温冷蔵庫管理業

務委託料５万５,０００円、感染症産業廃棄物処理業務委託料１万３,０００円、コールセ

ンター業務委託料１５４万円を追加、自動車借上料に３５万８,０００円を追加するもの

です。 

 ４目環境衛生費、環境衛生一般経費７５万円につきましては、飲料水確保事業補助要綱

に基づき、飲料水に不足を生じている住民のボーリング事業に対する補助金を計上するも

のです。 

 ７款商工費１項商工費１目商工業振興費、商店街助成事業２３２万３,０００円につき

ましては、店舗近代化助成金に係る新規申請件数が見込みより増え、予算の不足が生じる

ことから、商工業振興補助金を追加するものです。 

 ８款土木費２項道路橋梁費２目道路橋梁維持費、除排雪事業２２７万２,０００円につ

きましては、生田原地域の雪捨て場で使用するブルドーザーの故障を修理するために必要

な経費を計上するものです。 

 次に、歳入について説明いたします。 

 ７ページをお開き願います。 

 １５款国庫支出金２項国庫補助金１目総務費国庫補助金につきましては、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金３,５３６万７,０００円及び地方創生テレワーク交

付金５,１００万円を計上。 

 ２目民生費国庫補助金５０万円につきましては、幼保連携型認定こども園の感染症対策

に係る保育対策総合支援事業費補助金を計上。 

 ３目衛生費国庫補助金１,２８３万５,０００円につきましては、新型コロナウイルスワ

クチン接種体制確保事業費補助金の追加です。 

 １６款道支出金２項道補助金１目総務費道補助金１,８００万円につきましては、町が

実施する商品券発行事業に対する北海道のプレミアム付商品券発行支援事業費補助金の追

加です。 

 １８款寄附金１項寄附金２目指定寄附金３６７万３,０００円につきましては、まちづ

くり振興資金として３件、１２万３,０００円、社会福祉振興資金として２件、５５万
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円、芸術文化交流プラザ備品購入資金として１件、３００万円の指定寄附をいただいたも

のです。 

 ３目ふるさと納税寄附金９７３万６,０００円につきましては、１,０６７件のふるさと

納税寄附金をいただいたものです。 

 ２０款繰越金１項繰越金１目繰越金８,３７２万２,０００円につきましては、前年度繰

越金の追加です。 

 ２１款諸収入５項雑入５目過年度収入７３万７,０００円につきましては、障がい者介

護給付費等負担金ほか国及び道負担金等の２年度事業に係る精算、受入れによるもので

す。 

 ２２款町債１項町債１目総務債につきましては、遠軽高等学校通学者等助成事業債２,

２８０万円及び自治会活動事業債１,０１０万円の追加。 

 ２目衛生債につきましては、地域医療対策事業債４,４９０万円の減額です。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（前田篤秀君） 髙橋住民生活課長。 

○住民生活課長（髙橋静江君） 令和３年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算につい

て御説明いたします。 

 令和３年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、既定の歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４９９万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ２１億９,２６４万７,０００円とするものです。 

 補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により御説明いたしま

す。 

 次のページをお開き願います。 

 第１表歳入歳出予算補正の歳入から御説明をいたします。 

 ６款繰入金につきましては、１項他会計繰入金に２０１万円を追加し、総額を３億６０

７万７,０００円とするものです。 

 ７款繰越金につきましては、１項繰越金に２９８万１,０００円を追加し、総額を２９

８万２,０００円とするものです。 

 これよりまして、歳入合計２１億８,７６５万６,０００円に４９９万１,０００円を追

加し、総額を２１億９,２６４万７,０００円とするものです。 

 次に、歳出について御説明をいたします。 

 次のページをお開き願います。 

 ７款諸支出金につきましては、１項償還金及び還付加算金に４９９万１,０００円を追

加し、総額を７０８万７,０００円とするものです。 

 これによりまして、歳出合計２１億８,７６５万６,０００円に４９９万１,０００円を

追加し、総額を歳入歳出同額の２１億９,２６４万７,０００円とするものです。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を省略いたしまして、歳出から説明をいた
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します。 

 ８ページをお開き願います。 

 ７款諸支出金１項償還金及び還付加算金５目その他償還金２２節償還金利子及び割引

料、その他償還金４９９万１,０００円の追加は、いずれも額の確定による返還金で、内

訳は、令和３年２月診療分に係る額確定が概算額を下回ったことによる返還額２９８万

１,９５４円、災害等臨時特例補助金の国庫補助の額確定による返還金を合わせまして１

０７万８,０００円、調整交付金の道支出金の額確定による返還金９３万２,０００円で

す。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 戻りまして、６ページをお開き願います。 

 ６款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金２節その他一般会計繰入金２０１万円

の追加は、歳出で説明の補助金返還による財源を一般会計から繰入れするものです。 

 ７款繰越金１項繰越金１目繰越金１節前年度繰越金２９８万１,０００円の追加は、２

月診療分に係る超過交付分についての繰越しをするものです。 

 以上で、議案第１８号の説明を終わります。 

○議長（前田篤秀君） 古賀保健福祉課長。 

○保健福祉課長（古賀伸次君） 議案第１９号令和３年度遠軽町介護保険特別会計補正予

算（第１号）について御説明いたします。 

 令和３年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、既定の歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ７８８万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

２１億８,９１３万３,０００円とするものです。 

 補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により御説明いたしま

す。 

 次のページをお開き願います。 

 第１表歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。 

 ４款国庫支出金につきましては、２項国庫補助金に５万４,０００円を追加し、総額を

５億５,４７９万円とするものです。 

 ８款繰入金につきましては、１項一般会計繰入金を５万４,０００円減額し、総額を３

億５,９４０万円とするものです。 

 ９款繰越金につきましては、１項繰越金に７８８万２,０００を追加し、総額を７８８

万３,０００円とするものです。 

 これにより、歳入合計２１億８,１２５万１,０００円に７８８万２,０００円を追加

し、総額を２１億８,９１３万３,０００円とするものです。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 次のページをお開き願います。 

 ６款諸支出金につきましては、１項償還金及び還付加算金に７８８万２,０００円を追
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加し、総額を８４９万２,０００円とするものです。 

 これにより、歳出合計２１億８,１２５万１,０００円に７８８万２,０００円を追加

し、総額を歳入歳出同額の２１億８,９１３万３,０００円とするものです。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を省略いたしまして、歳出から御説明いた

します。 

 ８ページをお開き願います。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費につきましては、財源の振替です。 

 ６款諸支出金１項償還金及び還付加算金３目償還金７８８万２,０００円の追加につき

ましては、令和２年度介護給付費の確定に伴う介護給付費負担金等返還金の追加でありま

す。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 ６ページをお開き願います。 

 ４款国庫支出金２項国庫補助金１目調整交付金５万４,０００円の追加につきまして

は、新型コロナウイルス感染症に伴う減免措置に対する特別調整交付金の追加でありま

す。 

 ８款繰入金１項一般会計繰入金４目その他一般会計繰入金５万４,０００円の減額につ

きましては、特別調整交付金の追加に伴う事務費一般会計繰入金の減額であります。 

 ９款繰越金１項繰越金１目繰越金７８８万２,０００円の追加につきましては、令和２

年度介護サービス等給付費の実績精査による前年度繰越金の追加であります。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（前田篤秀君） これより、一括上程しました議案３件の質疑を行います。 

 質疑は、上程の順により各案件ごとに行います。 

 これより、議案第１７号の質疑を行います。 

 質疑は、第１表、歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、

歳出より各款ごとに行います。 

 ２款総務費、９ページから１２ページ。 

 一宮議員。 

○５番（一宮龍彦君） １０ページ。これ、委託料なのですかね。新型コロナウイルス感

染症対応事業者慰労金支給事業委託料４０万５,０００円ということなのですけれども、

先ほどちょっと聞き間違えだったらごめんなさい。これは商品券を支給するということ

だったと思うのですけれども、そういう理解でよろしいですか。 

○議長（前田篤秀君） 堀嶋財政課長。 

○財政課長（堀嶋英俊君） お答えをさせていただきます。 

 今、補正の中でありました、プレミアム付商品券、これを一般の方に発行をするのです

けれども、その商品券を医療及び福祉従事者に対して配付をするという形であります。 

○議長（前田篤秀君） 一宮議員。 
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○５番（一宮龍彦君） これ、コロナが始まってから１年半以上たっているのですけれど

も、今年の予算で商品券を慰労金という形で配付するということだから、去年からずっと

医療従事者というのは働いているので、そういう人たちにも配付するという意味ですか。 

○議長（前田篤秀君） 堀嶋財政課長。 

○財政課長（堀嶋英俊君） 町内の医療従事者及び福祉サービス事業所の従事者等に対し

て商品券を配付するという事業でございます。 

○議長（前田篤秀君） 一宮議員。 

○５番（一宮龍彦君） ということでは、ちょっと心配するのですけれども、去年の予算

の中でこういうやつはなかったと思うのです。去年、そういう医療従事をしていて、同じ

内容の作業というか、そういうことをやっていただいた方が、今年、仮にですよ、去年

やっていた人が今年はやっていませんよといったときに、公平さの問題なのだけれども、

今年の人だけあげて、去年の人にやらないという話にはならないと思うので、その辺の洗

い出しというのはやっているのですか。 

○議長（前田篤秀君） 古賀保健福祉課長。 

○保健福祉課長（古賀伸次君） お答えいたします。 

 昨年度の事業としましては、医療機関に対する支援金ということで、コロナ感染症に対

する医療従事者支援金ということで支給をしております。また、福祉サービス事業、介護

及び障がい者の事業所に対しましては、コロナ感染拡大に伴う事業所の赤字補填分とし

て、事業所に対して支援金という形で助成をしております。 

 以上です。 

○５番（一宮龍彦君） まだいいのかな、３回やったけれども。 

○議長（前田篤秀君） 一宮議員。 

○５番（一宮龍彦君） 支援金というか、町のお金を使った部分の中での中身というの

は、去年は去年の中身であって、今年はまた違う、これ、新しい事業ですよね。そういう

形を言っているのですよ。お金というか、働いていただいた方には、謝礼だとか、いろい

ろな意味で町のお金を使いましたよという、その説明は全く理解できます。だがしかし、

今年の補正予算ですから、中身の事業そのものは、去年なかった、今年新しくできた。で

はそこに不公平さは生まれませんかという、その辺の話です。遡ってもいいと思うのです

けれども、こういう事業というのは。今年、こういう新しい事業を起こしたよ、補正予算

で上げたよ、ではこれと同じような形を去年の人たちにも対象とするという、そういう形

はとれないのですかね。できればそうやってあげたほうが当事者たちは喜ぶと思うのだけ

れども。 

○議長（前田篤秀君） 舟木副町長。 

○副町長（舟木淳司君） 先ほど保健福祉課長が申し上げたとおり、昨年度としては昨年

度の事業として、事業所等に配付をしております。今年度の事業として、今年度、そのコ

ロナ対策等に携わった事業者に対して、それぞれ今回、プレミアム付商品券が発行されま
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すので、その分について発行するということで、事業としては、毎年毎年、その場、その

ときそのときにおいて行う事業でありますので、今年度の事業で行うものでありますの

で、今年度の対象者に対して発行するという考え方であります。 

 以上です。 

○議長（前田篤秀君） ほかに。 

 阿部議員。 

○９番（阿部君枝君） 同じくプレミアム付商品券の件なのですが、一般の発行する発行

方法は従前と同じなのか、ちょっと説明の中で聞きそびれたので、お伺いします。 

○議長（前田篤秀君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（長原裕一君） お答えいたします。 

 前回は１世帯に対して５セットでありました。今回は、１人に対して１セット、１冊と

いうカウントで予算を計上しております。 

○議長（前田篤秀君） 阿部議員。 

○９番（阿部君枝君） １人に１冊というのは、金額的にどういうふうになっているので

すか。１冊というか、１セットということですか。 

○議長（前田篤秀君） 長原商工観光課長。 

○商工観光課長（長原裕一君） お答えいたします。 

 今回は、２０％のプレミアム率ですので、１万円に対して１万２,０００円というふう

になります。 

○議長（前田篤秀君） 阿部議員。 

○９番（阿部君枝君） これで終わってしまうのですけれども、要は１人１万２,０００

円の権利ですよということですか。そういうことですね。 

○議長（前田篤秀君） 長原商工観光課長。 

○商工観光課長（長原裕一君） そのとおりでございます。 

○９番（阿部君枝君） もう１回、ちょっといいですか、議長。 

○議長（前田篤秀君） 阿部議員。 

○９番（阿部君枝君） すみません、これで終わります。 

 そうしますと、５人家族だったら５セット手にできますよと。１人住まいですと１セッ

トですよ、１万２,０００円しかありませんよということで理解していいですか。 

 それと、これはナンバーとか、そういうもので管理しているのでしょうか、それだけお

聞きしたいと思います。 

○議長（前田篤秀君） 長原商工観光課長。 

○商工観光課長（長原裕一君） お答えいたします。 

 最初の御質問は、お見込みのとおりでございます。 

 ナンバーについては、ナンバーで管理いたします。 

○９番（阿部君枝君） 分かりました。 
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○議長（前田篤秀君） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） なければ、３款民生費、１３ページから１６ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） なければ、４款衛生費、１７ページから１８ページ。 

 一宮議員。 

○５番（一宮龍彦君） １８ページです。それの報酬の部分なのかな。新型コロナウイル

スワクチン接種事業で、会計年度任用職員報酬、これについてと、あと、その五、六行下

に、接種謝礼金とありますね。あと一つ、そのずっと下のほうで、コールセンター委託料

１５４万円とありますが、それぞれ、まず上の会計年度任用職員報酬というのは、これは

１名に対しての金額、報酬ですかね。それとも何名かというか、複数に対しての支給なの

か。これ、業務内容はどんなことをやるのですかね。会場に行っていろいろなお世話する

ということなのか、資格者というか、看護師さんもこの中に入っているのか、その辺が

ちょっとわからないので教えてほしいです。 

 あと、この謝礼金の５万５,０００円という、中身をちょっと教えてください。 

 あと、一番下は、コールセンターの関係は、これは遠軽町にあるコールセンター、遠軽

町にあるのですかね。もしくは都会のほうのコールセンターに委託するということなので

しょうか。それを教えてください。 

○議長（前田篤秀君） 古賀保健福祉課長。 

○保健福祉課長（古賀伸次君） 順番にお答えいたします。 

 会計年度任用職員報酬につきましては、げんき２１等で行っている集団接種に従事する

看護師、保健師、一般事務員、延べにしまして１２名の方の報酬ということで見ておりま

す。 

 続きまして、ワクチン接種謝礼金につきましては、会計年度任用職員報酬で従事いたし

ます札幌市の看護師というのが１名おりまして、その方の交通費分を謝礼金という形でお

支払いしております。 

 最後に、コールセンター業務委託料につきましては、げんき２１のコールセンターが４

回線ございまして、５回線目を北見のコールセンターに委託して、回線等の充実を図って

いるものでございます。 

 以上です。 

○５番（一宮龍彦君） 分かりました。 

○議長（前田篤秀君） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） なければ、７款商工費、１９ページから２０ページ。 

 一宮議員。 

○５番（一宮龍彦君） ２０ページ、この関係、常任委員会で一応確認させていただいた
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のですけれども、この事業というのは、申し込みが増えてくれば、そのときに、要件さえ

かなえばですけれども、それは際限なく予算化する、補正していくという、そういう感じ

でやっているのか、上限を設けているのか、そこら辺、どうなのですか。その上限につい

ては、この間、確認していないので、何ぼまでですよ、予算は、その枠の中で今年度は認

めますよだとか、そういうことでやっているのか、そこら辺、ちょっと確認させてくださ

い。 

○議長（前田篤秀君） 長原商工観光課長。 

○商工観光課長（長原裕一君） お答えいたします。 

 お見込みのとおり、上限は設けてはおりません。あくまでもその予算の範疇で判断をし

ております。 

○議長（前田篤秀君） 一宮議員。 

○５番（一宮龍彦君） ちょっと心配しているのは、際限なくというのはあり得ないだろ

うなと思っていて、その予算の枠内というのは、予算の枠ということは、予算があるで

しょうということになるのですよね。その中で運用していますよという話だったらＯＫな

のですけれども。 

○議長（前田篤秀君） 暫時休憩します。 

午前１１時５７分 休憩 

────────────── 

午前１１時５８分 再開 

○議長（前田篤秀君） 再開します。 

 長原商工観光課長。 

○商工観光課長（長原裕一君） お答えいたします。 

 すみません、ちょっと説明不足というか、先ほど予算の範囲でと申し上げましたが、ま

ず当初予算があります。そして、今回のように追加で出てきましたというのは補正のほう

でその都度判断いたしまして対応させていただいているということでございますので、御

理解いただければと思います。 

○議長（前田篤秀君） 一宮議員。 

○５番（一宮龍彦君） ということは、さっきも言いましたけれども、要件にかなえば、

今年度中の予算ですから、単年度予算の中で、要件さえかなえば補正していくよという、

そういうことでよろしいですか。それのほうが利用者は利用しやすい。 

○議長（前田篤秀君） 長原商工観光課長。 

○商工観光課長（長原裕一君） お答えいたします。 

 要件に合致すれば、その都度、補正で対応をさせていただいているということで御理解

いただければと思います。 

○５番（一宮龍彦君） 分かりました。 

○議長（前田篤秀君） 暫時休憩します。 
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午前１１時５９分 休憩 

────────────── 

午後 ０時００分 再開 

○議長（前田篤秀君） 再開します。 

 堀嶋財政課長。 

○財政課長（堀嶋英俊君） ただいまの一宮議員の御質問にお答えをいたします。 

 予算の関係でありますが、この商工業振興補助金につきましては、当初予算を策定する

際に、見込みの件数を立てまして、その件数にて当初予算を組んでおります。基本的に

は、その当初予算の金額が基本的には上限となります。その上で、年度の途中で新たな申

請等が出てきた場合は、その都度、状況に応じてになりますが、様々な条件を判断をし

て、最終的には町の予算の状況も含めて判断をして、補正として上げさせていただいてい

るものでございます。御理解をお願いいたします。 

○議長（前田篤秀君） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） なければ、８款土木費、２１ページから２２ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） なければ、次に、２、歳入に入ります。 

 １５款国庫支出金、７ページから８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） なければ、１６款道支出金、７ページから８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） なければ、１８款寄附金、７ページから８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） なければ、２０款繰越金、７ページから８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） なければ、２１款諸収入、７ページから８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） なければ、２２款町債、７ページから８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） なければ、次に、第２表地方債補正、３ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案第１７号の質疑を終わります。 

 １時５分まで、暫時休憩します。 

午後 ０時０２分 休憩 

────────────── 
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午後 １時０３分 再開 

○議長（前田篤秀君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 議案第１８号の質疑を行います。 

 質疑は、第１表歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳

出より各款ごとに行います。 

 ７款諸支出金、８ページから９ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） なければ、次に、２、歳入に入ります。 

 ６款繰入金、６ページから７ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 次に、７款繰越金、６ページから７ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案第１８号の質疑を終わります。 

 次に、議案第１９号の質疑を行います。 

 質疑は、第１表歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳

出より各款ごとに行います。 

 １款総務費、８ページから９ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） なければ、６款諸支出金、１０ページから１１ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） なければ、次に、２、歳入に入ります。 

 ４款国庫支出金、６ページから７ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） なければ、８款繰入金、６ページから７ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） なければ、９款繰越金、６ページから７ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案第１９号の質疑を終わります。 

 以上で、議案３件の質疑を終わります。 

 これより、一括上程しました議案３件を採決いたします。 

 採決は、上程の順により各案件ごとに行います。 

 これより、議案第１７号令和３年度遠軽町一般会計補正予算（第５号）を採決いたしま

す。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１８号令和３年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を採決

いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１９号令和３年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第１号）を採決いた

します。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２７ 認定第１号から日程第３３ 認定第７号まで 

○議長（前田篤秀君） 日程第２７ 認定第１号令和２年度遠軽町一般会計歳入歳出決算

認定について、日程第２８ 認定第２号令和２年度遠軽町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について、日程第２９ 認定第３号令和２年度遠軽町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算認定について、日程第３０ 認定第４号令和２年度遠軽町介護保険特別会計歳

入歳出決算認定について、日程第３１ 認定第５号令和２年度遠軽町個別排水処理事業特

別会計歳入歳出決算認定について、日程第３２ 認定第６号令和２年度遠軽町水道事業会

計決算認定について、日程第３３ 認定第７号令和２年度遠軽町下水道事業会計決算認定

について、以上７件は関連がありますので、一括して議題とします。 

 上程の順により、提出者の説明を求めます。 

 伯谷会計管理者。 

○会計管理者（伯谷和昭君） 地方自治法第２３３条第３項の規定による令和２年度遠軽

町各会計の決算認定につきまして、認定第１号令和２年度遠軽町一般会計歳入歳出決算認

定についてから、認定第５号令和２年度遠軽町個別排水処理事業特別会計歳入歳出決算認

定についてまでの５会計の決算概要について説明いたします。 

 説明資料につきましては、お手元の赤番４、５及び７から９までの５冊でございます。

赤番４は一般会計及び特別会計におけます歳入歳出決算書並びに地方自治法施行令の規定

に基づきます歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書。

赤番５は歳入歳出決算概要説明書。赤番７は地方自治法の規定に基づきます歳入歳出決算

に係る主要な施策の成果説明書となっております。 
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 次に、地方自治法の規定に基づく監査委員の意見書として、赤番８は歳入歳出決算審査

意見書、赤番９は基金運用状況審査意見書であります。 

 それでは、認定第１号令和２年度遠軽町一般会計歳入歳出決算認定について説明いたし

ます。 

 赤番４、歳入歳出決算書を御覧願います。 

 決算書の１から４ページは、歳入に係る款及び項における決算額になります。 

 ４ページをお開き願います。 

 ４ページ左列、収入済額の歳入合計、１８８億７,７２９万９,１８７円。 

 右列、不納欠損額合計、２８１万２１３円。 

 収入未済額合計、２億３,６７３万８,３６２円。 

 なお、一般会計及び各特別会計におけます収入未済額及び不納欠損額の内訳は、赤番

５、歳入歳出決算概要説明書の１９から２７ページ、４、町税等収入未済額比較表及び

５、収入未済額調書、６、不納欠損額調書に記載してございます。後ほど御覧願います。 

 決算書に戻り、５ページから８ページは、歳出に係る款及び項における決算額になりま

す。 

 ８ページをお開き願います。 

 ８ページ、左列、支出済額の歳出合計は１８０億４,８０３万１,５９２円。 

 翌年度繰越額合計、９億８,１３２万４,０００円。 

 不用額合計、９億７,２８２万９,４０８円。 

 ７ページ、欄外に記載の歳入歳出差引残額８億２,９２６万７,５９５円、このうち４億

９００万円は、地方自治法の規定により財政調整基金に繰り入れたものであります。 

 次に、歳入歳出決算事項別明細書につきまして、詳細説明は省略させていただきます

が、９ページから２１０ページまで、歳入歳出それぞれ各節まで記載をしておりますの

で、後ほどお目通しのほどお願いいたします。 

 続きまして、実質収支に関する調書について、２１１ページをお開き願います。 

 ２１１ページ表中、実質収支額は８億１,６７０万３,０００円、６、実質収支額のうち

地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額は４億９００万円であります。 

 続きまして、認定第２号令和２年度遠軽町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて説明いたします。 

 決算書の２１２ページをお開き願います。 

 ２１２、２１３ページは歳入に係る決算額で、２１３ページ、収入済額の歳入合計は２

０億４,７０４万１,３３５円。 

 不納欠損額合計、１５１万２,５３５円。 

 収入未済額合計、７,１３１万２,６４１円。 

 ２１４ページをお開き願います。 

 ２１４、２１５ページは歳出に係る決算額となり、２１５ページ、支出済額の歳出合計
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は２０億１,６２５万４,５６３円。 

 翌年度繰越額合計、ゼロ円。 

 不用額合計、１億６,３５０万８,４３７円。 

 ２１４ページ、欄外に記載の歳入歳出差引残額、３,０７８万６,７７２円であります。 

 次に、歳入歳出決算事項別明細書、２１６から２３９ページまでにつきまして、詳細説

明は省略させていただきます。 

 次に、実質収支に関する調書につきまして、２４０ページをお開き願います。 

 ２４０ページ表中、実質収支額は３,０７８万６,０００円であります。 

 次に、認定第３号令和２年度遠軽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

説明いたします。 

 ２４１ページをお開き願います。 

 ２４１、２４２ページは歳入に係る決算額で、２４２ページ、収入済額、歳入合計３億

４,８９３万８,５２３円。 

 不納欠損額合計、２万３,３００円。 

 収入未済額合計、２０６万６,３００円。 

 ２４３ページをお開き願います。 

 ２４３、２４４ページは歳出に係る決算額で、２４４ページ、支出済額、歳出合計３億

４,７１２万８,８８１円。 

 翌年度繰越額合計、ゼロ円。 

 不用額合計、６２６万７,１１９円。 

 ２４３ページ、欄外に記載の歳入歳出差引残額、１８０万９,６４２円であります。 

 次に、歳入歳出決算事項別明細書、２４５から２５６ページまでにつきまして、詳細説

明は省略させていただきます。 

 次に、実質収支に関する調書につきまして、２５７ページをお開き願います。 

 ２５７ページ表中、実質収支額は１８０万９,０００円であります。 

 次に、認定第４号令和２年度遠軽町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について説明い

たします。 

 決算書の２５８ページをお開き願います。 

 ２５８、２５９ページは歳入に係る決算額で、２５９ページ、収入済額、歳入合計１９

億６,６８８万７,５９８円。 

 不納欠損額合計、２０万３,８００円。 

 収入未済額合計、３８８万９,２００円。 

 ２６０ページをお開き願います。 

 ２６０、２６１ページは歳出に係る決算額です。２６１ページ、支出済額、歳出合計１

９億２,５４４万４,３１２円。 

 翌年度繰越額合計、ゼロ円。 
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 不用額合計、２億７,８０８万７,６８８円。 

 ２６０ページ、欄外に記載の歳入歳出差引残額、４,１４４万３,２８６円であります。 

 次に、歳入歳出決算事項別明細書、２６２から２８５ページまでにつきまして、詳細説

明は省略させていただきます。 

 次に、実質収支に関する調書につきまして、２８６ページをお開き願います。 

 ２８６ページ表中、実質収支額は４,１４４万３,０００円であります。 

 次に、認定第５号令和２年度遠軽町個別排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て説明いたします。 

 決算書の２８７ページをお開き願います。 

 ２８７、２８８ページは歳入に係る決算額で、２８８ページ、収入済額の歳入合計３,

５９５万７,２０５円。 

 不納欠損額及び収入未済額の合計は、ともにゼロ円。 

 次に、２８９ページをお開き願います。 

 ２８９ページ、２９０ページは歳出に係る決算額です。２９０ページ、支出済額の歳出

合計３,５９１万３,３９５円。 

 翌年度繰越額の合計、ゼロ円。 

 不用額の合計、２０５万９,６０５円。 

 ２８９ページ、欄外に記載の歳入歳出差引残額は４万３,８１０円。 

 次に、歳入歳出決算事項別明細書、２９１から２９８ページまでにつきまして、詳細説

明は省略させていただきます。 

 次に、実質収支に関する調書につきまして、２９９ページをお開き願います。 

 ２９９ページ表中、実質収支額は４万３,０００円であります。 

 次に、３００から３０８ページは、令和２年度財産に関する調書で、公有財産、物品、

債権及び基金について記載しています。詳細については省略させていただきますが、１か

所、変更点を御説明いたします。 

 ３０８ページ、基金の最上段、財政調整基金について、一般会計への繰替え運用額を括

弧書きで記載しました。下の合計欄の現金と計の欄にも同様に記載しております。 

 次に、別冊赤番５、令和２年度遠軽町一般会計、特別会計歳入歳出決算概要説明書を御

覧願います。 

 １ページをお開き願います。 

 １ページは、会計別決算額総括表です。 

 ２ページから１０ページは、各会計別の歳入・歳出款別決算額比較表で、各款における

決算額について、前年度と比較したものです。 

 １１から１８ページは、各款の中で節の占める金額及び比率で、会計ごとに歳出の款ご

との節別内訳です。 

 次に、１９ページは、町税等収入未済額比較表で、税目ごとに現年度及び滞納繰越に係
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る未収額について、前年度と比較したものです。 

 ２０から２４ページは収入未済額調書で、町税以外の収入未済額の内訳です。 

 ２５から２７ページは不納欠損額調書で、令和元年度における不納欠損額の年度別内訳

です。 

 ２８から２９ページは給与費決算調書で、各項における給与費の内訳です。 

 ３０、３１ページは公債費に関する調書で、各会計の起債の状況について目的別及び借

入先別に分類したものです。 

 ３２、３３ページは基金に関する調書で、財政調整基金から介護給付準備基金までの１

１基金の内訳です。 

 ３３ページ、決算年度末現在高（Ｊ）の金額は、７９億４９７万９,１５２円、また、

本年５月末現在高（Ｑ）は、９４億８,７５４万１,１１９円となっております。 

 次に、令和２年度定額運用基金運用状況につきまして、３４ページは土地開発基金運用

状況、３５ページは奨学資金貸付基金運用状況、３６ページは旭川医科大学医師養成確保

修学資金貸付基金運用状況の内訳になっています。 

 次に、目的税の使途につきまして、３７ページは入湯税及び都市計画税、３８から３９

ページは、引上げ分に係る地方消費税の内訳になっています。お目通しをお願いいたしま

す。 

 その他、お手元の資料、赤番７、各会計の事務事業における主要な施策の成果説明書、

赤番８、各会計の決算審査における監査委員の意見書、赤番９、基金運用状況審査におけ

る監査委員の意見書につきましては、詳細説明を省略させていただきますので、お目通し

のほどよろしくお願いいたします。 

 以上で、令和２年度遠軽町一般会計及び各特別会計の決算認定について、説明を終わら

せていただきます。 

○議長（前田篤秀君） 大川水道課長。 

○水道課長（大川寿雄君） 地方公営企業法第３０条第４項の規定による令和２年度遠軽

町企業会計の決算認定につきまして、認定第６号令和２年度遠軽町水道事業会計決算認定

について及び認定第７号令和２年度遠軽町下水道事業会計決算認定についてを御説明いた

します。 

 説明資料につきましては、お手元の赤番６、令和２年度遠軽町企業会計決算書と、赤番

１１、地方公営企業法に基づく監査委員の意見書としての令和２年度遠軽町企業会計決算

審査意見書であります。 

 初めに、認定第６号令和２年度遠軽町水道事業会計決算認定について御説明いたしま

す。 

 赤番６の令和２年度遠軽町企業会計決算書を御覧願います。 

 １ページから４ページまでは、令和２年度遠軽町水道事業決算報告書で、収益的収入及

び支出と資本的収入及び支出のそれぞれの予算額、決算額等を記載しております。 
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 １ページから２ページまでの上段は収益的収入及び支出の収入で、第１款水道事業収益

は、第１項営業収益と第２項営業外収益を合わせて、決算額５億５,０７４万７,８５３円

です。下段は支出で、第１款水道事業費用は、第１項営業費用から第３項予備費まで合わ

せて、決算額５億３,８２５万９,４２９円です。 

 ３ページから４ページまでの上段は、資本的収入及び支出の収入で、第１款資本的収入

は、第１項企業債から第５項分担金まで合わせ、決算額９,０５５万８,１１５円です。下

段は支出で、第１款資本的支出は、第１項建設改良費と第２項企業債償還金を合わせ、決

算額２億８,９７９万１,６６６円です。 

 資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億９,９２３万３,５５１円は、過年度分損

益勘定留保資金１億５,７１１万５,８５８円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額３,４１６万２,３９７円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７９５

万５,２９６円で補塡したところです。 

 次に、財務諸表ですが、５ページの損益計算書で、当年度純利益は６４万２,６３３円

となっております。 

 ６ページから７ページまでは、剰余金計算書及び剰余金処分計算書です。 

 ８ページから１２ページまでは、令和３年３月３１日現在の貸借対照表です。 

 １３ページからは決算附属書類として、事業報告書、キャッシュ・フロー計算書、収益

費用明細書、資本的収支明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を掲載しております。

個々の説明は省略させていただきますので、お目通しのほどお願いいたします。 

 続きまして、認定第７号令和２年度遠軽町下水道事業会計決算認定について御説明いた

します。 

 ３８ページをお開き願います。 

 ３８ページから４１ページまでは、令和２年度遠軽町下水道事業決算報告書で、収益的

収入及び支出と資本的収入及び支出のそれぞれの予算額、決算額等を記載しております。 

 ３８ページから３９ページまでの上段は、収益的収入及び支出の収入で、第１款下水道

事業収益は、第１項営業収益と第２項営業外収益を合わせて、決算額１０億１,４７７万

３,７０１円です。下段は支出で、第１款下水道事業費用は、第１項営業費用から第３項

予備費までを合わせて、決算額９億２,４５１万９,６３４円です。 

 ４０ページから４１ページまでの上段は、資本的収入及び支出の収入で、第１款資本的

収入は、第１項企業債から第５項分担金及び負担金までを合わせて、決算額４億５,０７

０万４,５６０円です。下段は支出で、第１款資本的支出は、第１項建設改良費と第２項

企業債償還金を合わせ、決算額８億３６３万１,５６９円です。 

 なお、建設改良費７,２００万円を地方公営企業法第２６条の規定により、翌年度に繰

り越しております。 

 資本的収入額が資本的支出額に不足する額３億５,２９２万７,００９円は、過年度分損

益勘定留保資金１,９７１万８,７９１円、当年度分損益勘定留保資金２億４,４９８万２,
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３３６円、減債積立金８,０００万円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

５２４万９,３７４円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２９７万６,５０

８円で補塡したところです。 

 次に、財務諸表ですが、４２ページの損益計算書で、当年度純利益が８,１１１万２,６

７７円となっております。 

 ４３ージから４４ページまでは、剰余金計算書及び剰余金処分計算書です。 

 ４５ページから４９ページまでは、令和３年３月３１日現在の貸借対照表です。 

 ５０ページからは、決算附属書類として、事業報告書、キャッシュ・フロー計算書、収

益費用明細書、資本的収支明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を掲載しておりま

す。個々の説明は省略させていただきますので、お目通しのほどお願いいたします。 

 そのほか、お手元の資料、赤番１１の遠軽町企業会計決算審査意見書につきましては、

詳細説明を省略させていただきますので、お目通しのほどお願いいたします。 

 以上で、令和２年度遠軽町水道事業会計及び遠軽町下水道事業会計の決算認定について

の説明を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎決算審査特別委員会設置の議決 

○議長（前田篤秀君） お諮りします。 

 一括上程しました令和２年度決算認定７件につきましては、議長並びに議会選出監査委

員を除く全議員による決算審査特別委員会を設置し、この委員会に付託し、会期中の審査

としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。 

 したがって、令和２年度決算認定７件につきましては、議長並びに議会選出監査委員を

除く全議員による決算審査特別委員会を設置し、この委員会に付託をし、会期中の審査と

することに決定しました。 

 暫時休憩します。 

午後 １時２９分 休憩 

────────────── 

午後 ２時１８分 再開 

○議長（前田篤秀君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 休憩中に、決算審査特別委員会が開催され、委員長に１１番佐藤議員、副委員長に秋元

議員が選出されましたので報告いたします。 

──────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（前田篤秀君） 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これをもって散会とします。 
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